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◆（別途ご案内済）
社会福祉法人向け役員賠償責任保険
改正社会福祉法（平成 29 年 4 月 1 日施行）で理事・監事等の損害賠償責任が明確化されたことを受け、理事・監事等が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害を補償します。＜専用パンフレット：「社会福祉法人向け 役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ）のご案内」参照＞

各プランの補償内容の概要

プラン名 保険種類 概  要 ページ

賠
償
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償
制
度

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

（プラン A）
施設サービス事業者 賠償補償制
度

施設所有（管理）者賠償責任保険・昇降機
賠償責任保険・生産物賠償責任保険

施設サービスを行う事業者が、利用者等に対
して法律上の損害賠償責任を負担した場合に
補償します。

７

（プラン B）
居宅サービス事業者 賠償補償制
度

施設所有（管理）者賠償責任保険・生産物
賠償責任保険

居宅サービスを行う事業者が、利用者等に対
して法律上の損害賠償責任を負担した場合に
補償します。

９

＜オプション＞
情報漏えい 賠償補償制度

サイバーセキュリティ特約セット専門事業者
賠償責任保険

事業者が管理する個人情報や企業情報が漏
えいした場合に、利用者等に対して法律上の
損害賠償責任を負担した場合に補償します。

１１

（プラン C）
医療行為施設 賠償補償制度

医師・医療施設賠償責任保険
事業者が、施設内での医療行為の過誤等に
より利用者等に対して法律上の損害賠償責任
を負担した場合に補償します。

１５

（プラン D）
福祉用具貸与事業賠償補償制
度

施設所有（管理）者賠償責任保険・生産物
賠償責任保険

介護保険事業の福祉用具貸与を行う事業者
が、利用者等に対して法律上の損害賠償責
任を負担した場合に補償します。

１６
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（プラン E）
入所施設 事故見舞金制度（１）

レジャー・サービス施設費用保険

入所施設利用者が施設の管理下（往復途上
を含みます。）で急激かつ偶然な外来の事故
によりケガをされた場合に、事業者が負担する
見舞金を補償します。

１９

（プラン F）
入所施設 事故見舞金制度（２）

準記名式契約（全員付保）（職名等別保険
金額）特約付団体総合生活補償保険（標
準型）

入所施設利用者が施設内・外において急激か
つ偶然な外来の事故によりケガをされた場合
に補償します。

２０

（プラン G）
通所施設 事故見舞金制度（１）

レジャー・サービス施設費用保険

通所施設利用者が施設の管理下（往復途上
を含みます。）で急激かつ偶然な外来の事故
によりケガをされた場合に、事業者が負担する
見舞金を補償します。

２１

（プラン H）
通所施設 事故見舞金制度（２）

準記名式契約（一部付保）（職名等別保険
金額）特約・管理下中の傷害危険補償特
約付団体総合生活補償保険（標準型）

通所施設利用者が施設の管理下（往復途上
中を含みます。）で急激かつ偶然な外来の事
故によりケガをされた場合に補償します。 ２２

（プラン I）
保育所施設 事故見舞金制度

学校契約団体傷害保険（学校の管理下の
み補償）（フランチャイズなし）特約・保険料
確定特約（学校契約団体傷害保険特約
用）付普通傷害保険

保育所（園）利用者が保育所（園）の管理下
（登下園中を含みます。）で急激かつ偶然な外
来の事故によりケガをされた場合に補償します。 ２３

役
職
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等
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（プランＪ）
社会福祉事業職員
政府労災上乗せ補償制度

労働災害総合保険
事業所の職員が業務中または通勤途上に被
る災害を補償します。 ２５

（プラン K）
福祉活動者 災害補償制度

就業中のみの傷害危険補償（事業主・役
員・従業員）特約付団体総合生活補償保
険（標準型）

福祉活動者が業務中の急激かつ偶然な外来
の事故によりケガをされた場合に補償します。 ２６

（プラン L）
福祉サービス事業所職員
災害補償制度

準記名式契約（一部付保）（同一保険金
額）特約・就業中のみの傷害危険補償（事
業主・役員・従業員）特約付団体総合生活
補償保険（標準型）

ホームヘルパー等の事業職員が業務中の急
激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた
場合に補償します。

２７

（プラン M）
理事長・施設長災害補償制度

団体総合生活補償保険（標準型）
理事長・施設長が、急激かつ偶然な外来の事
故によりケガをされた場合に補償します。

２８

（プラン N）
社会福祉車両 事故見舞金制度

交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約
付普通傷害保険

日本国内において特定の福祉事業使用車両
に搭乗中の方が急激かつ偶然な外来の事故
によりケガをされた場合に補償します。

２９

（プラン O）
社会福祉事業職員感染症補償
制度

約定履行費用保険（補償制度費用保険）
事業所の職員が業務遂行に起因して感染症
に罹患した場合に、事業所が負担する見舞金
を補償します。

３０
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（プラン P）
社会福祉施設利用者賠償補償
制度

個人賠償責任保険
施設利用者が第三者に対して法律上の損害
賠償責任を負担した場合に補償します。

３４
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（プランＱ）
社協基本 賠償補償制度

施設所有（管理）者賠償責任保険・昇降機
賠償責任保険・生産物賠償責任保険

社協が、利用者等に対して法律上の損害賠
償責任を負担した場合に補償します。
※施設事業（グループホーム・デイサービス
等）と福祉用具貸与事業は補償対象外で
すのでプランＡまたはＤにご加入ください。

３６

（プランＲ）
社協施設特定事故見舞金制度

レジャー・サービス施設費用保険

あらかじめ特定された施設の利用者が施設の
管理下（往復途上を含みます。）で急激かつ
偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、
社協が負担する見舞金を補償します。

３８



施設の種類 お勧めプラン 参照ページ

高齢者関係施設

（入所・通所施設）

・（プランＡ）施設サービス事業者 賠償補償制度

・（プランＣ）医療行為施設 賠償補償制度＜医療行為をされる
施設の場合＞

＋

＜入所系施設の場合＞

・（プランＥ）入所施設 事故見舞金制度（１）

・（プランＦ）入所施設 事故見舞金制度（２）

＜通所系施設の場合＞

・（プランＧ）通所施設 事故見舞金制度（１）

・（プランＨ）通所施設 事故見舞金制度（２）

7～8

15

19～22

障がい者関係施設

（入所・通所施設）

・（プランＡ）施設サービス事業者 賠償補償制度

・（プランＣ）医療行為施設 賠償補償制度＜医療行為をされる
施設の場合＞

・（プランＰ）社会福祉施設利用者 賠償補償制度

＋

＜入所系施設の場合＞

・（プランＥ）入所施設 事故見舞金制度（１）

・（プランＦ）入所施設 事故見舞金制度（２）

＜通所系施設の場合＞

・（プランＧ）通所施設 事故見舞金制度（１）

・（プランＨ）通所施設 事故見舞金制度（２）

7～8

15

19～22

34

児童関係施設

（入所・通所施設）

・（プランＡ）施設サービス事業者 賠償補償制度

・（プランＰ）社会福祉施設利用者 賠償補償制度

＋

＜入所系施設の場合＞

・（プランＥ）入所施設 事故見舞金制度（１）

・（プランＦ）入所施設 事故見舞金制度（２）

＜通所系施設の場合＞

・（プランＧ）通所施設 事故見舞金制度（１）

・（プランＨ）通所施設 事故見舞金制度（２）

7～8

19～22

34

保育所施設
・（プランＡ）施設サービス事業者 賠償補償制度

・（プランＩ）保育所施設 事故見舞金制度

7～8

23

訪問介護事業所
・（プランＢ）居宅サービス事業者 賠償補償制度

・（プランＬ）福祉サービス事業所職員 災害補償制度

9～10

27

社会福祉協議会

・（プランＡ）施設サービス事業者 賠償補償制度＜施設事業をされ
る場合＞

・（プランＱ）社協基本 賠償補償制度

・（プラン R）社協施設特定事故 見舞金制度

＋

＜入所系施設の場合＞

・（プランＥ）入所施設 事故見舞金制度（１）

＜通所系施設の場合＞

・（プランＧ）通所施設 事故見舞金制度（１）

7～8

19

21

36～38

施設種類別・ご加入プランのお勧め

施設の種類により、ご加入をお勧めしているプランは以下のとおりです。
ご加入検討時のご参考にしていただくとともに、ご不明な点につきましては代理店・扱者までお問合わせください。

4



5

Ｑ１ 「プランＡ 施設サービス事業者 賠償補償制度」に加入していれば、「プランＰ 社会福祉施設利用者 賠償補

償制度」への加入をしなくてよいのですか？

Ａ１
万全の補償にするためには双方加入しておくのがベストです。プランＡは、「施設」に法律上の損害賠償責任が
ある場合の補償であるため、「利用者個人」に法律上の損害賠償責任があり、「施設」にない場合は補償できま
せん。この場合は、プランＰの対象となります。

Ｑ２ 施設サービス、居宅サービス両方を実施している事業者は「福祉サービス事業者 賠償補償制度」のプランA、

プランB どちらに加入すればよいですか？

Ａ２
両方加入する必要があります。施設サービスに起因する賠償事故はプランＡで、居宅サービスに起因する賠償
事故はプランＢで、それぞれ補償します。

Ｑ３
「プランＦ 入所施設 事故見舞金制度（2）」と「プランH 通所施設 事故見舞金制度（2）」の人数はどのよ

うに数えるのですか？

Ａ３
プランＦは「施設の利用者全員の数（定員数）」、プランＨは「施設を利用される１日の最高利用者数（認

可定員数）」となります。

Ｑ４
「プランＪ 社会福祉事業職員 政府労災上乗せ補償制度」と「プランＫ 福祉活動者 災害補償制度」の違い

を教えてください。

Ａ４
プランＪの補償の対象者は、政府労災保険等の補償の対象者のみで、政府労災保険等の補償の対象になら
ない方（有償のボランティア等）は補償できません。そうした方への補償がプランＫです。また、プランＪは無記名
での加入ですが、プランＫは対象者について記名でのご加入（「加入者名簿」の提出）が必要です。

Ｑ５ 「プランN 社会福祉車両 事故見舞金制度」と自動車保険の関係を教えてください。

Ａ５ 自動車保険のお支払いに関係なく、保険金はお支払いされます。

Ｑ６
「プランＮ 社会福祉車両 事故見舞金制度」に加入している自動車で、第三者が搭乗している時の事故でケガ

をした場合、補償の対象となりますか？

Ａ６
加入している自動車に搭乗している方であれば補償の対象となります。自動車搭乗中とは、自動車の正規の乗

車用装置のある場所に搭乗中をいい、「自動車運転中」を含みます。

Ｑ７
「プランＥ 入所施設 事故見舞金制度（１）」と「プランＦ 入所施設事故 見舞金制度（２）」、
「プランＧ 通所施設 事故見舞金制度（１）」と「プランＨ 通所施設事故 見舞金制度（２）」の違いを

教えてください。

Ａ７
プランＥとＧは、「加入施設」が保険金請求者ですが、プランＦとＨは「施設利用者」が保険金請求者になりま
す。また、入通院時の保険金の支払方法について、プランＥとＧは入通院日数テーブルに応じた支払いですが、
プランＦとＨは入通院実日数に応じた支払いです。

Ｑ＆Ａ
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